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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器（２）内に生ごみ（４）を攪拌するための少なくとも１つの装置を備える生ごみ（
４）用の貯蔵および加熱装置（２００）と、
　凝縮器（３４）と、
　ガス状流出物に含まれる蒸気が凝縮される凝縮器（３４）に向かって生ごみ（４）によ
って貯蔵および加熱装置（２００）に生成される蒸気を含むガス状流出物（２２）の通過
を可能にするように、貯蔵および加熱装置（２００）と凝縮器（３４）との間の直接連通
を可能にする第１の管（３）と
　を少なくとも含む生ごみ（４）を脱水することを目的とする処理システム（０）にして
、
　容器（２）の内部、凝縮器（３４）のエンクロージャ（３５）の内部、および第１の管
（３）の内部が、一次真空下に維持される処理システム（０）であって、
　凝縮器（３４）が、直接接触型熱交換凝縮器（３４）であり、直接接触型熱交換凝縮器
において、互いの直接接触によってガス状流出物（２２）および冷却液（１６）の熱エネ
ルギーが交換され、かつ前記凝縮器（３４）が、凝縮器（３４）の上部に非凝縮性ガス抽
出開口（３７）および凝縮器（３４）の下部に凝縮液抽出開口（３６）を備えるエンクロ
ージャ（３５）を有することを特徴とする、処理システム（０）。
【請求項２】
　直接接触型熱交換凝縮器（３４）が、地面（３０）に垂直な長手方向軸線（２８）を有
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するエンクロージャ（３５）を備えるジェット凝縮器（３４）であり、エンクロージャ（
３５）は、エンクロージャ（３５）の上部に、冷却液（１６）が上部から下部に向かって
エンクロージャ（３５）の中へシャワー（１３）のように落下できるようになっている少
なくとも１つの冷却液（１６）入口開口を備えるシャワー装置（３３）を備え、冷却液（
１６）によって凝縮された蒸気を付加した冷却液（１６）から成る凝縮液が、凝縮液抽出
開口を通して抽出され、第１の管（３）が、エンクロージャ（３５）の下部に通じている
ことを特徴とする、請求項１に記載の処理システム（０）。
【請求項３】
　凝縮器（３４）の非凝縮性ガス抽出開口（３７）が、非凝縮性抽出ポンプ（９）に接続
され、凝縮液抽出開口（３６）が、凝縮液抽出ポンプ（１０）に接続されることを特徴と
する、請求項１または２に記載の処理システム（０）。
【請求項４】
　シャワー装置（３３）が、第２の管（５）によって凝縮器（３４）のエンクロージャ（
３５）の下部と連通しており、凝縮液の一部が、第２の管（５）によってシャワー装置（
３３）に導かれるように凝縮液再循環ポンプ（１００）によってエンクロージャ（３５）
の下部から抜き取られることを特徴とする、請求項２に記載の処理システム（０）。
【請求項５】
　生ごみ（４）用の貯蔵および加熱装置（２００）が、
　生ごみ（４）を含むことを目的としている容器（２）であり、その形状が、部分的に円
筒形セクタ（２ａ）である容器（２）と、
　容器（２）の壁に対して配置され、容器（２）に含まれる生ごみ（４）を加熱すること
を目的としている加熱装置（１１）と
　をさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載の処理システム（０）。
【請求項６】
　攪拌装置が、
　モータ（１８）によって駆動され、容器（２）の円筒形セクタ部（２ａ）の長手方向軸
線（３２）に平行な回転シャフト（１７）と、
　その一方の端部が回転シャフト（１７）に取り付けられる複数のステム（２０）と、
　１つのステム（２０）および１つのブレード（１９）から成るアセンブリが、回転シャ
フト（１７）から円筒形セクタとして形成される容器（２）の壁の近傍まで延在するよう
に、ステム（２０）の他方の端部に取り付けられる複数のブレード（１９）と
　を少なくとも備えることを特徴とする、請求項５に記載の処理システム（０）。
【請求項７】
　容器（２）の長手方向軸線が、地面（３０）に対して傾斜され、
　各ブレード（１９）が、回転シャフト（１７）とブレード（１９）が取り付けられるス
テム（２０）とを含む平面（３９）に対して角度δを形成する平面（３８）に含まれ、角
度δの向きは、処理システム（０）で処理されるよう意図されている生ごみ（４）が生ご
み（４）の処理中に地面（３０）から最も遠い回転シャフト（１７）の端部の方向に持ち
上げられるように選択される
　ことを特徴とする、請求項６に記載の処理システム（０）。
【請求項８】
　加熱装置が、容器（２）の外表面に当てがわれる加熱板（１１ａ）を備え、加熱板は、
コントローラによって温度が制御されることを特徴とする、請求項１から７のいずれか一
項に記載の処理システム（０）。
【請求項９】
　加熱装置が、ヒートポンプ（６）をさらに備え、前記ヒートポンプの１つの特定の凝縮
器（１１ｂ）が容器（２）に取り付けられ、かつ、前記ヒートポンプの特定の蒸発器（７
、８）が、熱（２５ｂ）を容器（２）の方へ回復させるように、凝縮器（３４）のエンク
ロージャ（３５）から、および／または第２の管（５）から熱を回収（２３、２４）する
ために凝縮器（３４）のエンクロージャ（３５）に、および／または第２の管（５）に取
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り付けられることを特徴とする、請求項１から８のいずれか一項に記載の処理システム（
０）。
【請求項１０】
　加熱装置が、ヒートポンプ（６）をさらに備え、前記ヒートポンプの特定の凝縮器（１
１ｂ）が容器（２）取り付けられ、かつ前記ヒートポンプの特定の蒸発器（７８）が凝縮
器（３４）のエンクロージャ（３５）の内部にあることを特徴とする、請求項１から８の
いずれか一項に記載の処理システム（０）。
【請求項１１】
　凝縮器（３４）のエンクロージャ（３５）に最も近い第１の管（３）の部分（３ａ）が
、エンクロージャ（３５）の長手方向軸線（２８）に対して鋭角αを形成することを特徴
とする、請求項１から１０のいずれか一項に記載の処理システム（０）。
【請求項１２】
　一次真空が、凝縮器（３４）の非凝縮性ガス抽出ポンプ（９）によって、および／また
は凝縮液抽出ポンプ（１０）によって維持されることを特徴とする、少なくとも請求項１
に記載の処理システム（０）。
【請求項１３】
　処理システム（０）が、容器（２）の内部に取り付けられる水分センサ（２３０）をさ
らに備え、前記水分センサが、制御手段に接続され、制御手段が、回転シャフト（１７）
を駆動するモータ（１８）、非凝縮性抽出ポンプ（９）、凝縮液抽出ポンプ（１０）およ
び／または凝縮液再循環ポンプ（１００）、加熱装置（１１ａ）、およびヒートポンプ（
６）に接続され、前記水分センサが容器（２）の水分レベルの最小値よりも小さい生ごみ
（４）の水分のレベルを検出すると、制御手段が、回転シャフト（１７）のモータ（１８
）、加熱装置（１１ａ）、非凝縮性抽出ポンプ（９）、凝縮液抽出ポンプ（１０）および
／または凝縮液再循環ポンプ（１００）、およびヒートポンプ（６）を停止させることを
特徴とする、請求項１から１２のいずれか一項に記載の処理システム（０）。
【請求項１４】
　処理システム（０）が、容器（２）に、および／または凝縮器（３４）のエンクロージ
ャ（３５）に少なくとも１つの圧力センサ（２３１）を備え、圧力センサ（２３１）が、
制御手段に接続され、制御手段が、少なくとも１つの非凝縮性抽出ポンプ（９）および／
または凝縮液抽出ポンプ（１０）に接続され、制御手段が、処理システム（０）の一次真
空を維持するように、かつ／または凝縮液（１６）を排出するように非凝縮性抽出ポンプ
（９）および／または凝縮液抽出ポンプ（１０）の動作を制御することを特徴とする、請
求項１から１３のいずれか一項に記載の処理システム（０）。
【請求項１５】
　容器（２）が、地面（３０）に最も近い部分に排出開口（４００）を有することを特徴
とする、請求項１から１４のいずれか一項に記載の処理システム（０）。
【請求項１６】
　カッターが、回転シャフト（１７）に取り付けられることを特徴とする、請求項６に記
載の処理システム（０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、廃棄物処理の分野、およびより詳細には生ごみの脱水を可能にする方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　生ごみの処理は、一定の工業会社、および大きなショッピングセンターなどの一定の商
社にとって重要な課題である。
【０００３】
　現状では、法令により、これらによって生成される廃棄物は重量に基づいて課税される
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ことが現在要求されている。したがって、現在の傾向は、生成される廃棄物の重量を低減
することである。
【０００４】
　廃棄物を乾燥させるための方法を含む、いくつかの方法が可能である。
【０００５】
　文献国際公開第２００９／１３９５１４号パンフレットは、生ごみを乾燥させるための
システムを教示している。生ごみは、オイルバスによって８０℃まで加熱され、かつ廃棄
物を攪拌するためおよび高温空気を供給するための装置を備える、第１の容器に貯蔵され
る。生ごみを容器内で加熱することによって生じる蒸気は、高温空気と混合する。これら
のガス状流出物は、管によって排出される。次いで、これらは、間接接触凝縮器に達する
ようにフィルタに入る。凝縮器は、複数の冷却管および複数のファンを備える。次いで、
流出物は、追加の容器内に得られる凝縮液を貯蔵するために凝縮器に凝縮される。非凝縮
性流出物は、脱臭されるようにポンプによって圧送され、次いで、外気と混合され、第１
の容器に再び導入されるように加熱される。この文献で説明されたシステムは、フィルタ
、脱臭剤、触媒、等などの多くの装置を用いる。これらの装置は、かなりの保守のために
多くの維持費を必要とする。加えて、システムは、全体として、処理される廃棄物の量に
比べて大量のエネルギーを消費する。
【０００６】
　文献国際公開第２００５／０９９９２０号パンフレットは、生ごみを処理するためのシ
ステムを教示している。また、この装置は、フィルタ、凝縮器、熱交換器、ラジエータ、
触媒、脱臭剤、オゾン発生器、等などの複数の装置を備える。そのうえ、システムの動作
温度が、システムの一定の部分で８００℃まで上昇する場合がある。高温ならびに使用さ
れる多くの装置の動作により、かなりのエネルギーの消費およびかなりの保守が必要とさ
れる。
【０００７】
　また、文献欧州特許第１８２１０５４号明細書は、生ごみを処理するためのシステムを
教示している。生ごみは、攪拌手段を備える容器に貯蔵される。ガス状流出物は、空気循
環ファンの中に吸い込まれる。廃棄物の一部は、加熱手段を通過した後に容器に再導入さ
れる。流出物の他の部分は、脱臭剤によって脱臭された後に排気ファンによって、および
流出物を３５０℃の温度まで加熱する加熱手段によって吸い込まれる。前述の文献と同じ
ように、この文献のシステムは、たとえ装置の数が少なくてもかなりのエネルギーの消費
を必要とする。加えて、容器の中への流出物の再循環により、システムが効果的でなくな
る。
【０００８】
　文献特開２００８－２８４４８３号公報は、廃棄物を乾燥させるための装置を教示して
いる。この装置は、廃棄物を処理するための容器、加熱装置、真空ポンプを備える。容器
に生成されるガスを冷却するための装置と水および脂肪などのガス化成分を排出するサイ
クロン分離装置とが、容器と真空ポンプとの間に配置される。この装置は、かなりの保守
を必要とするサイクロン分離装置および冷却装置などのいくつかのシステムを必要とする
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】国際公開第２００９／１３９５１４号
【特許文献２】国際公開第２００５／０９９９２０号
【特許文献３】欧州特許第１８２１０５４号明細書
【特許文献４】特開２００８－２８４４８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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　本発明は、先に述べた問題点のうちの１つまたは複数を補償する、簡単で経済的なかつ
信頼性のある廃棄物処理システムを得ることをその目的として有する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的を達成するために、本発明は、
　容器内に生ごみのための少なくとも攪拌装置を備える生ごみ用の貯蔵および加熱装置
を少なくとも含む生ごみを脱水することを目的とする処理システムに関し、
　本システムは、
　凝縮器の上部に非凝縮性ガス用の抽出開口および凝縮器の下部に凝縮液用の抽出開口を
備えるエンクロージャを有する直接接触型熱伝達を用いた凝縮器と、
　ガス状流出物に含まれる蒸気が凝縮される、直接接触型熱交換凝縮器に向かって生ごみ
によって貯蔵および加熱装置に生成される蒸気を含むガス状流出物の通過を可能にするよ
うに貯蔵装置と凝縮器との間の直接連通を可能にする第１の管と
　をさらに備え、
　容器の内部、凝縮器のエンクロージャの内部、および第１の管の内部が、低真空下に維
持されることを特徴とする。
【００１２】
　もう１つの特徴によれば、直接接触型熱交換凝縮器は、地面に垂直な長手方向軸線を有
するエンクロージャを備えるジェット凝縮器であり、エンクロージャは、エンクロージャ
の上部に、冷却液が上部から下部の方へエンクロージャ内にシャワーのように落下できる
ようになっている流入冷却液用の少なくとも１つの開口を備えるシャワー装置を備え、冷
却液によって凝縮された蒸気を付加した冷却液でできている凝縮液が、凝縮液抽出開口に
よって抽出され、第１の管は、エンクロージャの下部に入る。
【００１３】
　もう１つの特徴によれば、凝縮器の非凝縮性ガス抽出開口は、非凝縮性抽出ポンプに接
続され、凝縮液抽出開口は、凝縮液抽出ポンプに接続される。
【００１４】
　もう１つの特徴によれば、シャワー装置は、第２の管を通して凝縮器エンクロージャの
下部と連通しており、凝縮液の一部は、第２の管によってシャワー装置に導かれるように
凝縮液再循環ポンプによってエンクロージャの下部から抽出される。
【００１５】
　もう１つの特徴によれば、廃棄物貯蔵および加熱の装置は、
　生ごみを含むことを目的としている容器であり、その形状が、部分的に円筒形セクタで
ある容器と、
　容器の壁に対して配置され、容器に含まれる生ごみを加熱することを目的としている加
熱装置と
　をさらに備える。
【００１６】
　もう１つの特徴によれば、攪拌装置は、
　モータによって駆動され、容器の円筒形セクタ部の長手方向軸線に平行な回転シャフト
と、
　その一方の端部が回転シャフトに取り付けられる複数のステムと、
　ステムおよびブレードでできているアセンブリが、回転シャフトから容器の円筒形セク
タ壁の近傍まで延在するように、ステムの他方の端部に固定される複数のブレードと
　を少なくとも備える。
【００１７】
　もう１つの特徴によれば、容器の長手方向軸線は、地面に対して傾斜され、各ブレード
は、回転シャフトとブレードが固定されるステムとを含む平面に対して角度δを形成する
平面に含まれ、角度δの向きは、処理システムで処理されるよう意図されている生ごみが
生ごみの処理中に地面から最も遠い回転シャフトの端部の方向に持ち上げられるように選
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択される。
【００１８】
　もう１つの特徴によれば、加熱装置は、容器の外表面に当てがわれる加熱板を備え、加
熱板は、調整器によって温度が制御される。
【００１９】
　もう１つの特徴によれば、加熱装置は、その１つの特定の凝縮器が容器に取り付けられ
、かつ、その特定の蒸発器が、熱を容器の方へ回復させるように、凝縮器エンクロージャ
の、および／または第２の管の熱を回収するように凝縮器のエンクロージャに、および／
または第２の管に取り付けられる、ヒートポンプをさらに備える。
【００２０】
　もう１つの特徴によれば、加熱装置は、その特定の凝縮器が容器に取り付けられ、かつ
その特定の蒸発器が凝縮器のエンクロージャの内部にある、ヒートポンプをさらに備える
。
【００２１】
　もう１つの特徴によれば、凝縮器のエンクロージャに最も近い第１の管の一部は、エン
クロージャの長手方向軸線に対して鋭角αを形成する。
【００２２】
　もう１つの特徴によれば、一次真空は、凝縮器から非凝縮性ガスを抽出するためのポン
プによって、および／または凝縮液抽出ポンプによって維持される。
【００２３】
　もう１つの特徴によれば、処理システムは、容器の内部に取り付けられる水分センサを
さらに備え、センサは、制御手段に接続され、制御手段が、回転シャフト、抽出および／
または循環ポンプ（複数のポンプ）、加熱装置、ならびにヒートポンプを駆動するモータ
に接続され、センサが容器の最小水分レベルよりも小さい生ごみの水分のレベルを検出す
ると、制御手段は、回転シャフトのモータ、加熱装置、抽出および／または循環ポンプ（
複数のポンプ）、ならびにヒートポンプを停止させる。
【００２４】
　もう１つの特徴によれば、処理システムは、容器に、および／または凝縮器のエンクロ
ージャに少なくとも１つの圧力センサを備え、センサ（複数のセンサ）は、制御手段に接
続され、制御手段は、少なくとも１つの抽出ポンプに接続され、制御手段は、処理システ
ムの一次真空を維持するように、かつ／または凝縮液を排出するように抽出ポンプ（複数
のポンプ）の動作を制御する。
【００２５】
　もう１つの特徴によれば、容器は、地面に最も近い部分に排出開口を有する。
【００２６】
　もう１つの特徴によれば、カッターが、回転シャフトに取り付けられる。
【００２７】
　本発明は、添付の図面を参照して行われる説明を読むとその特徴および利点についてよ
り明確に示されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】１つの実施形態によるシステムの概略図である。
【図２】斜視図によるカバーなしの貯蔵および加熱装置の破断図である。
【図３】カバーなしの貯蔵および加熱装置の上面図である。
【図４】回転シャフトの軸線に沿った貯蔵および加熱装置の横断面を示す図である。
【図５】もう１つの実施形態によるシステムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　説明は、以下では上述の図を参照することになる。
【００３０】



(7) JP 6393753 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

　本発明は、生ごみ（４）を処理することを目的としているシステム（０）に関する。
【００３１】
　生ごみ（４）は、たとえば、大きなショッピングセンターからのまたはレストランから
の、食品産業によって、食品貿易によって受け入れられない廃棄物であってもよいが、こ
れらに限定されない。
【００３２】
　生ごみ（４）は、有機廃棄物、および、たとえばプラスチック、ガラス、金属、等で作
られ得る食品包装から生じる無機廃棄物を含むことができる。
【００３３】
　システム（０）は、生ごみ（４）用の貯蔵および加熱装置（２００）を備える。
【００３４】
　貯蔵および加熱装置（２００）は、処理されるべき生ごみ（４）が含まれる容器（２）
を備える。攪拌装置により、容器（２）に含まれる廃棄物を攪拌することができる。
【００３５】
　容器（２）は、一部が円筒形セクタである形状を有する。容器（２）は、ステンレス鋼
、または黒色鋼、または廃棄物およびその加熱に適合する任意の他の材料で作られ得る。
【００３６】
　攪拌装置は、モータ（１８）によって駆動される回転シャフト（１７）を備える。回転
シャフト（１７）は、その１つのセクタが容器（２）を形成する完全な円筒体の長手方向
軸線（３２）に平行である。回転シャフト（１７）の軸線（３１）および完全な円筒体の
長手方向軸線（３２）は同じであることが好ましい。回転シャフト（１７）を駆動するモ
ータ（１８）は、容器（２）の外側に配置される。容器（２）の両側に延在する回転シャ
フト（１７）は、モータ（１８）に接続されるべき容器（２）の壁を通り抜ける。シール
手段は回転シャフト（１７）が容器（２）壁を通り抜ける場所（２１）で使用され、した
がっていったん生ごみ（４）に含まれる特に液状物が内部にあれば、かつ一次真空を維持
するように、生ごみ（４）は容器（２）を離れない。
【００３７】
　攪拌装置は、複数のステム（２０）および複数のブレード（１９）をさらに備える。各
ステム（２０）の一方の端部は、回転シャフト（１７）に取り付けられる。ブレード（１
９）は、ステム（２０）の他方の端部に取り付けられる。ステム（２０）およびブレード
（１９）でできているアセンブリは、回転シャフト（１７）から円筒形セクタの形をした
容器（２）の壁の近傍まで延在する。ステム（２０）およびブレード（１９）から成るア
センブリによって形成される長さは、ブレード（１９）が円筒形セクタのような形をして
いる容器（２）の一部の内壁を擦らないように、その１つのセクタが容器（２）を構成す
る完全な円筒体の半径よりも実質的に小さい。
【００３８】
　回転シャフト（１７）は、低回転速度で回転する。攪拌装置の回転シャフト（１７）の
回転速度は、たとえば、毎分７．５回転に等しい。
【００３９】
　貯蔵および加熱装置（２００）は、蒸気から成る廃棄物から水の抽出を可能にするよう
に容器（２）内の生ごみ（４）を加熱することを目的としている加熱装置（１１）をさら
に備える。廃棄物用の加熱装置（１１）は、５０℃と１００℃との間に調整され得る。廃
棄物の好ましい温度は、８０℃に等しい。この場合は、加熱装置（１１）は、容器（２）
の壁の熱勾配を考慮に入れて１００℃に調整され得ることが好ましい。
【００４０】
　加熱装置（１１）は、容器（２）の底部に配置され得る。加熱装置（１１）は、加熱板
（１１ａ）、またはヒートポンプ（６）から抽出される熱回復器（１１ｂ）、または加熱
板（１１ａ）および熱回復器（１１ｂ）の組合せでさえ備えることができる。
【００４１】
　加熱装置（１１）の加熱板（１１ａ）は、熱（２５ａ）を容器（２）に供給する。これ
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らは、好ましくは円筒形セクタの下部で、容器（２）の外表面に当てがわれる可撓性加熱
板であってもよい。これらの加熱板は、それらの構造中に、珪素、またはエラストマーな
どの、同様の特性を有する任意の他のポリマーで作られ得る可撓性の熱伝導性および電気
絶縁材料に埋設の発熱抵抗体を形成する少なくとも１つの電気素子を有する。この発熱電
気抵抗体は、加熱されるべき容器の容積に応じて１００Ｗと１００００Ｗとの間に含まれ
る電力をこれが供給できるように、少なくとも１つの電気供給手段によって供給される。
１つの実施形態によれば、使用される加熱板は、温度調整され、かつ／または電源オンお
よびオフが与えられる。
【００４２】
　加熱装置（１１）の熱回復器（１１ｂ）は、ヒートポンプ（６）に接続される特定の凝
縮器であってもよい。ヒートポンプ（６）は、一方では容器（２）に接続され、他方では
、エンクロージャ（３５）から、および／または第２の管（５）から熱を回収する（２３
、２４）ために凝縮器（３４）のエンクロージャ（３５）に、および／または第２の管（
５）に接続される特定の蒸発器などの少なくとも１つの熱回収器（７、８）に接続され、
この場合、ヒートポンプの特定の凝縮器（１１ｂ）を通して容器（２）に対してより高い
温度で熱（２５ｂ）を回復させる。このヒートポンプ（６）は、たとえば、超臨界二酸化
炭素型のものであってもよい。このサイクルを選択することにより、たとえば、１５℃と
いう好ましい特定の蒸発器（７、８）温度、およびたとえば容器（２）の壁と接触して１
００℃という好ましい特定の凝縮器（１１ｂ）温度に適合することができる。ヒートポン
プ（６）の特定の凝縮器は、前述の可撓性加熱板の代わりに、またはこれに隣接して、そ
の下部において容器（２）に取り付けられる。
【００４３】
　図５に示されるもう１つの実施形態においては、熱回収器（７８）は、エンクロージャ
（３５）の内部の熱を回収するように凝縮器（３４）のエンクロージャ（３５）の内部に
あり、この場合、ヒートポンプの特定の凝縮器（１１ｂ）を通して容器（２）に対してよ
り高い温度で熱（２５ｂ）を回復させる。この構成により、熱回収度を改善し、それによ
ってシステムの効率を改善することができる。特定の蒸発器などの熱回収器（７８）は、
蛇行状パイプの形状であり得る。
【００４４】
　図１に示される貯蔵および加熱装置（２００）の好ましい実施形態によれば、円筒形セ
クタから成る容器（２）の一部（２ａ）は、その長手方向軸線（３２）が地面（３０）に
対して好ましくは０°と３０°との間の間隔に含まれる、より好ましくは１５°に等しい
角度βだけ傾斜される半円筒形である。この実施形態にいては、容器（２）はまた、その
基部が直角台形であるストレートプリズムの形状を有する半円筒形部分（２ａ）の上端に
部分（２ｂ）を含むことができる。矩形の対向する平行でない直線によって作られる角度
は、βに等しい。半円筒形部分（２ａ）およびストレートプリズムを形成する部分（２ｂ
）を含むアセンブリが容器（２）を形成する。容器（２）は、半円筒形部分に対向するス
トレートプリズムの形状を有する部分（２ｂ）の上面でカバー（３００）によって閉じら
れる。カバーは、たとえば、生ごみ（４）を容器（２）の中に詰め込むために開かれ得る
。カバーは、たとえばシステム（０）の動作中に閉じられ得る。
【００４５】
　この実施形態においては、各ブレード（１９）は、回転シャフト（１７）とブレード（
１９）が取り付けられるステム（２０）とを含む平面（３９）に対して角度δを形成する
平面（３８）に含まれる。角度δは、たとえば好ましくは０°と６０°との間に含まれ、
より好ましくは３０°に等しい。角度δは、通常、角度βに等しくてもよい。角度δの向
きは、システム（０）で処理されるよう意図されている生ごみ（４）が生ごみ（４）の処
理のためのシステム（０）の動作を通じて生ごみ（４）の処理中に地面（３０）から最も
遠い回転シャフト（１７）の端部（２１）の方向に持ち上げられるように選択される。こ
れにより、生ごみ（４）が重力により地面（３０）に最も近い容器（２）の部分に蓄積さ
れたままでいるのが可能であることを回避することができる。この重力は、攪拌装置の動
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作を効果的でなくするであろう。
【００４６】
　この実施形態においては、回転シャフト（１７）を駆動するモータ（１８）は、地面か
ら最も遠い回転シャフト（１７）の端部に配置される。
【００４７】
　この実施形態の半円筒形部分（２ａ）の長手方向軸線（３１）の傾斜は、回転シャフト
（１７）が容器（２）壁を通り抜ける点（２１）で使用されるシール手段に生ごみ（４）
が達するのを防ぐ。実際、生ごみ（４）は、生ごみ（４）の処理中に生じる化学的反応ま
たは物理的作用によってシール手段を損傷する場合がある。
【００４８】
　貯蔵および加熱装置（２００）の実施形態すべての場合に、容器（２）は、円筒形セク
タの地面に最も近い部分に排出開口（４００）を有することができる。この排出開口（４
００）は、通常、廃棄物の乾燥中に閉じられ、乾燥廃棄物を排出する場合に開いている。
【００４９】
　この実施形態においては、攪拌装置の回転シャフト（１７）は、回転シャフト（１７）
とブレード（１９）が取り付けられるステム（２０）とを含む平面（３９）に対してブレ
ード（１９）によって形成される角度δにより、生ごみ（４）が持ち上げられるようにな
っている回転の方向に回転する。回転シャフト（１７）の反対の回転方向においては、処
理後の乾燥された生ごみ（４）の残物は、残物を排出開口の方へ押し進める攪拌装置のブ
レード（１９）によって排出開口（４００）を通して容易に排出され得る。
【００５０】
　また、回転シャフト（１７）は、回転シャフト（１７）に取り付けられるカッターを備
えることができる。これらのカッターにより、回転シャフト（１７）の周りに巻き付くこ
とができる生ごみ（４）に含まれる要素を切り刻むことができる。このことで、回転シャ
フト（１７）の回転を妨害しまたは減速することによって攪拌装置の動作を損なう。回転
シャフト（１７）の周りに巻き付くことができる生ごみ（４）に含まれる要素は、たとえ
ば、プラスチックパッケージング、プラスチックフィルム、またはプラスチックバッグな
どのプラスチック要素であり得る。
【００５１】
　生ごみ（４）を処理するよう意図されているシステム（０）は、直接接触型熱交換蒸気
凝縮器（３４）をさらに含む。直接接触による熱交換は、それらの熱を交換している２つ
の流体の間にいかなる材料分離も存在しない交換である。
【００５２】
　直接接触型熱交換凝縮器（３４）は、冷却液、たとえば冷却水が次にこの流体との接触
により凝縮される、生ごみ（４）によって生成されるガス状流出物（２２）に含まれる蒸
気との直接接触に入る、ジェット凝縮器であってもよい。冷却液の温度は、０℃よりも大
きく、３０℃よりも小さい。これは、たとえば、１５℃であることが好ましい。
【００５３】
　このジェット凝縮器は、地面（３０）に実質的に垂直な長手方向軸線（２８）を有する
エンクロージャ（３５）を備える。エンクロージャ（３５）の長手方向軸線（２８）は、
垂直線に対して５°よりも小さい角度を有することができる。ジェット凝縮器の構成要素
は、ステンレス鋼または黒色鋼の、あるいは凝縮器の温度および圧力に適合する任意の他
の材料、たとえば高温ＰＶＣで作られ得る。
【００５４】
　エンクロージャ（３５）の上部においては、少なくとも１つの冷却液（１６）入口開口
を備えるシャワー装置（３３）により、冷却液（１６）が上部から下部に向かってエンク
ロージャ（３５）の中へシャワー（１３）のように落下できるようになっている。
【００５５】
　エンクロージャ（３５）は、下部に、冷却液（１６）、および冷却液（１６）によって
凝縮されたガス状流出物（２２）からの蒸気から成る凝縮液（６００）を抽出するための
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開口（３６）をさらに備える。
【００５６】
　シャワー装置（３３）は、凝縮器（３４）のエンクロージャ（３５）の下部と連通する
ことができる。凝縮液の一部は、シャワー装置（３３）に導かれるように凝縮液再循環ポ
ンプ（１００）によってエンクロージャ（３５）の下部から抽出される。
【００５７】
　エンクロージャ（３５）は、上部に、非凝縮性抽出ポンプ（９）によって抽出されるガ
ス状流出物（２２）に含まれる非凝縮性ガス（７００）用の抽出開口（３７）をさらに備
える。
【００５８】
　非凝縮性ガスを抽出するための開口（３７）は、非凝縮性ガスを脱臭する活性炭フィル
タ（５００）、または活性炭フィルタと連結されるスプラッシュシステムをさらに備える
ことができる。また、触媒コンバータが、脱臭のために使用され得る。
【００５９】
　生ごみ（４）を処理するよう意図されているシステム（０）は、直接接触型熱交換凝縮
器（３４）に向かって容器（２）内で生ごみ（４）の加熱によって生成される、蒸気、お
よび非凝縮性ガスから成るガス状流出物（２２）の通過を可能にするように、貯蔵装置（
２００）、より詳細には容器（２）と凝縮器（３４）との間の直接連通を可能にする第１
の管（３）をさらに備える。第１の管（３）は、ステンレス鋼または黒色鋼、あるいは温
度および圧力のレベルに適合する任意の他の材料、たとえば高温ＰＶＣで作られ得る。
【００６０】
　この第１の管（３）は、ガス導入開口（１４）を通してエンクロージャ（３５）の下部
に通じている。エンクロージャ（３５）に最も近い第１の管（３）の第１の部分（３ａ）
は、長手方向軸線（２９）を有し、この長手方向軸線（２９）は、凝縮器（３４）のエン
クロージャ（３５）と第１の管（３）との間にたとえばエルボを形成することによって、
凝縮器（３４）のエンクロージャ（３５）の長手方向軸線（２８）に対して鋭角αを形成
する。鋭角αは、たとえば、３０°と６０°との間に含まれる角度間隔に含まれ得る。凝
縮器（３４）のエンクロージャ（３５）に取り付けられる端部と反対の第１の管（３）の
第１の部分（３ａ）の端部は、ガス状流出物（２２）を導入するための開口（１４）の高
さよりも大きな高さに達するまで、地面（３０）から離れて延在する。次いで、この端部
は、第１の管（３）を廃棄物貯蔵および加熱装置（２００）の容器（２）に接続する第２
の管の第２の部分（３ｂ）を接合する。
【００６１】
　凝縮器（３４）のエンクロージャ（３５）の内部、容器（２）の内部、および第１の管
（３）は、気密であり、たとえば１バールと０．００１バールとの間、好ましくは０．７
バールの一次真空に維持される。システム（０）の一次真空は、とりわけ、システム（０
）の内部で悪臭を閉じ込めることを可能にする。また、この気密性により、システム（０
）の要素の望ましくない酸化を回避するように外気の流入を防止することができる。結局
、一次真空によりまた、廃棄物に含まれる水の蒸発温度を１００℃より低くまで低減する
ことができ、それにより、加熱エネルギーが節約される。
【００６２】
　エンクロージャ（３５）の底部で収集される凝縮水は、少なくとも１つの凝縮液抽出ポ
ンプ（１０）によって抽出される。
【００６３】
　１つの異なる実施形態においては、この凝縮液抽出ポンプ（１０）は、たとえば、非凝
縮性抽出ポンプ（９）と同じシャフトに連結される。
【００６４】
　もう１つの異なる実施形態においては、ポンプ（９）および（１０）は同一である。こ
の他の異なる実施形態においては、非凝縮性抽出ポンプ（９）は、液体リングポンプであ
る。したがって、凝縮器のエンクロージャ（３５）の底部で抽出され、収集される凝縮液
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は、非凝縮性抽出ポンプ（９）の液体リングによって使用される。
【００６５】
　もう１つの実施形態においては、凝縮液および冷却液再循環ポンプ（１００）は、非凝
縮性抽出ポンプ（９）および／または凝縮液抽出ポンプ（１０）と連結され得る。
【００６６】
　システム（０）は、容器（２）の内部に取り付けられる水分センサ（２３０）をさらに
備える。このセンサ（２３０）は、回転シャフト（１７）を駆動するモータ（１８）に少
なくとも接続される制御手段に接続され得る。また、制御手段は、抽出および／または再
循環ポンプ（複数のポンプ）（９、１０、１００）に、加熱装置（１１ａ）に、および／
またはヒートポンプ（６）に少なくとも接続され得る。制御手段は、センサ（２３０）が
、たとえば１０％と２０％との間の水分を含む、容器（２）の生ごみ（４）の最小水分レ
ベル値よりも小さい水分のレベルを検出すると、回転シャフト（１７）のモータ（１８）
およびシステム（０）全体を停止させる。システム（０）全体の停止によって意味される
ものは、回転シャフト（１７）、非凝縮性抽出ポンプ（９）、凝縮液抽出ポンプ（１０）
、再循環ポンプ（１００）、加熱装置（１１）、およびヒートポンプ（６）を含む構成要
素のすべてである。
【００６７】
　システム（０）は、容器（２）に、かつ／または凝縮器（３４）のエンクロージャ（３
５）に少なくとも１つのセンサ（２３１）を備えることができる。センサ（複数のセンサ
）（２３１）は、制御手段に接続され得る。制御手段は、少なくとも非凝縮性抽出ポンプ
（９）に接続され得る。したがって、制御手段は、システム（０）の一次真空を維持する
ように非凝縮性抽出ポンプ（９）の動作を制御する。
【００６８】
　一次真空は、少なくとも非凝縮性抽出ポンプ（９）によって維持され得る。また、凝縮
液抽出ポンプ（１０）は、一次真空の維持に関与する。
【００６９】
　本発明によるシステム（０）により、脱水によって生ごみ（４）を処理することができ
る。
【００７０】
　システム（０）のユーザは、容器（２）の中に生ごみ（４）を詰め込むように容器（２
）のカバー（３００）を開き、次いでカバーを閉じる。
【００７１】
　一次真空は、カバーが抽出ポンプ（９）および（１０）を始動させることによって閉じ
られた後にシステム（０）に発生される。再循環ポンプ（１００）は、冷却液をシャワー
装置（３３）の方へ引き寄せるように始動される。
【００７２】
　貯蔵および加熱装置の攪拌装置ならびに加熱装置が作動される。
【００７３】
　たとえば始動中に凝縮器のエンクロージャ（３５）に多分存在する空気の非凝縮性ガス
は、非凝縮性抽出ポンプ（９）によって排出される。この場合、凝縮器（３４）のエンク
ロージャ（３５）の温度および圧力は、容器（２）の外側の温度および圧力よりも小さい
。これは、容器（２）内の廃棄物を加熱することによって生成される、特に蒸気を含むガ
ス状流出物（２２）が第１の管（３）を通過することによって凝縮器（３４）のエンクロ
ージャ（３５）の内部に向かって引き寄せられるようになっている真空を発生する。
【００７４】
　冷却液（１６）は、シャワー（１３）のように落下するが、直接接触によって生ごみ（
４）により生成されるガス状流出物（２２）に含まれる蒸気を凝縮し、次いで、凝縮器（
３４）のエンクロージャ（３５）の下部に落下する。非凝縮性ガスの可能な一部分が、非
凝縮性ガス抽出開口（３７）を通して排出される。冷却液（１６）、たとえば水と混合さ
れる凝縮液は、凝縮液抽出開口（３６）を通して排出される。凝縮器（３４）のエンクロ
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再循環ポンプ（１００）によってシャワー装置（３３）において循環に戻される。
【００７５】
　凝縮液抽出ポンプ（１０）の速度が、凝縮されている蒸気および冷却液（１６）を含む
液体すべての除去を可能にするのに十分でないということが起こり得る。この場合、凝縮
器（３４）のエンクロージャ（３５）の下部に含まれる液体すべてのレベルは、凝縮器（
３４）のエンクロージャ（３５）の範囲内で、なおまた凝縮器（３４）のエンクロージャ
（３５）の長手方向軸線（２８）に対して角度αを形成する第１の管（３）内で上昇する
。この角度αは、液体すべてが容器（２）に向かって上昇するのを防止する。そのうえ、
液体のレベルが凝縮器（３４）のエンクロージャ（３５）内で上昇すると、これは、凝縮
器（３４）に向かってガス状流出物（２２）導入開口（１４）の断面を減少させるという
効果を有する。したがって、生ごみ（４）によって生成されるガス状流出物（２２）の吸
い込み率が低減される。これは、吸い込みがエンクロージャ（３５）内の液体のレベルの
減少、およびしたがって吸い込み開口（１４）の断面の増加を通して再び増加し得るよう
に液体すべてが十分に排出されるまで、システム（０）の動作を減速するという効果を有
する。したがって、第１の管（３）のこの幾何学的配置により、たとえば電子装置による
制御手段を必要とすることなく、構造によって容器（２）から凝縮器（３４）のエンクロ
ージャ（３５）に向かって吸い込まれるガス状流出物（２２）の流れを自動的に制御する
ことができる。
【００７６】
　システム（０）の動作中に、ヒートポンプ（６）は、特定の凝縮器（１１ｂ）により容
器（２）に対してより高い温度で熱（２５ｂ）を回復させることができ、低温の熱（２３
、２４）は、凝縮器（３４）のエンクロージャ（３５）に、かつ／または第２の管（５）
に取り付けられる特定の熱回収蒸発器（７、８）によって回収される。したがって、シス
テムのエネルギー消費は、たとえばヒートポンプ（６）の成績係数に比例して低減され得
る。
【００７７】
　電子制御素子は、ポンプ（９、１０、１００）、ヒートポンプ（６）、攪拌装置のモー
タ（１８）、発熱抵抗体（１１ａ）などのシステム（０）の能動、機械、または電気素子
を制御するように使用され得る。この制御は、水分センサ（２３０）および／または圧力
センサ（２３１）、ならびにたとえば温度のための他のセンサによって回収されるデータ
に応じて決定され得る。
【００７８】
　本発明によるシステム（０）は、構成要素および部品が少ししかない有効なシステム（
０）である。また、システム（０）により、故障のかなりの原因である電子制御手段によ
って制御される構成要素の数を減少することができる。これらの構成要素は、システム（
０）の構造の形態によって、および故障を起こさない物理的現象の使用によって置き換え
られる。そのうえ、システム（０）により、たとえば加熱のための、大量のエネルギーを
節約することができる。
【００７９】
　本発明はクレームに記載した本発明の適用の範囲を逸脱することなく多くの他の特定の
形態の実施形態を可能にすることが当業者に明らかなはずである。したがって、本実施形
態は、例示として考慮されなければならないが、添付の特許請求の範囲によって定義され
る分野の範囲内で変更されることができ、本発明は、上に挙げた詳細に限定されてはなら
ない。



(13) JP 6393753 B2 2018.9.19

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 6393753 B2 2018.9.19

【図５】



(15) JP 6393753 B2 2018.9.19

10

フロントページの続き

    審査官  齊藤　光子

(56)参考文献  特開２００２－１０２８３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３０７５３１０（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０６－２５７９４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３４０８２９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０９Ｂ１／００－５／００
              Ｆ２６Ｂ１／００－２５／２２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

